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○愛媛県奨学資金貸与条例施行規則 

昭和37年５月15日教育委員会規則第10号 

（目的） 

第１条 この規則は、愛媛県奨学資金貸与条例（昭和36年愛媛県条例第６号。以下「条例」という。）

第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（専修学校の高等課程） 

第２条 条例第３条第１号に規定する教育委員会が認める課程は、工業関係、農業関係、医療関係、

衛生関係、教育・社会福祉関係若しくは商業実務関係の分野に属する学科又は服飾、デザイン、

写真、外国語、音楽若しくは美術に関する学科であつて、その授業が年２回を超えない一定の時

期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。 

（奨学金の貸与月額） 

第３条 奨学金の貸与月額は、別表に定めるとおりとする。 

（奨学生の出願手続） 

第４条 奨学生になろうとする者は、連帯保証人及び保護者又は保護者であつた者と連署した愛媛

県奨学生願書（第１号様式）に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる学校

の長が作成した愛媛県奨学生推薦調書（第２号様式）を添えて、教育長が指定する期日までに、

教育委員会に願い出なければならない。 

(１) 中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。）の最高学年に在

学し、高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に進学を希望する者 在学する学校の

長（以下「学校長」という。） 

(２) その他特に教育委員会が認めた者 最終在籍学校の長 

２ 連帯保証人は、保護者又は保護者であつた者でなければならない。ただし、これらによること

が適当でないと認められる場合にあつては、４親等以内の親族とすることができる。 

３ 第１項の場合において、連帯保証人が保護者又は保護者であつた者と同一であるときは、同項

中「連帯保証人及び保護者又は保護者であつた者」とあるのは、「連帯保証人」と読み替えるも

のとする。 

（奨学生の採用） 

第５条 教育委員会は、奨学生選考委員会の選考を経て、前条各号に掲げる者のうちから、奨学生

採用候補者（以下「採用候補者」という。）及び奨学生補充候補者（以下「補充候補者」という。）

を決定し、学校長又は最終在籍学校の長を経て本人に通知する。 

第６条 採用候補者又は補充候補者が高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に進学した

ときは、連帯保証人（第４条第２項に規定する連帯保証人。以下同じ。）及び保護者又は保護者

であつた者と連署した進学届兼確認書（第３号様式）をその年の４月30日までに、学校長を経て

教育委員会に提出しなければならない。この場合において、専修学校の高等課程に進学した者に

あつては、第２条に定める課程であることを証明する当該学校の学則の写しを添付しなければな

らない。 

２ 前項の場合において、連帯保証人が保護者又は保護者であつた者と同一であるときは、同項中

「連帯保証人（第４条第２項に規定する連帯保証人。以下同じ。）及び保護者又は保護者であつ

た者」とあるのは、「連帯保証人（第４条第２項に規定する連帯保証人。以下同じ。）」と読み

替えるものとする。 

３ 採用候補者又は補充候補者が、第１項の期日までに進学届兼確認書を提出しないときは、その

資格を失うことがある。 

第７条 教育委員会は、前条の規定による進学届兼確認書の提出があつたときは、審査の上、予算

の範囲内において、奨学生の採用を決定し、学校長を経て本人に通知する。 

第８条 前４条に規定する場合のほか、高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に在学す

る者（次項において「高等学校等在学者」という。）が奨学生の出願をしたときは、教育委員会

は、奨学生選考委員会の選考を経て、予算の範囲内において、奨学生の採用を決定する。 

２ 高等学校等在学者で奨学生でないものについて家計の状況の急変その他緊急に奨学金を必要と

する事由が生じた場合において当該者から奨学生の出願があつたときは、教育委員会は、予算の
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範囲内において、別に定めるところにより奨学生の採用を決定する。 

３ 前２項の出願手続は、第４条の方法に準じる。 

４ 第１項及び第２項の規定により奨学生の採用を決定したときは、学校長を経て本人に通知する。 

第９条 採用の通知を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に連帯保証人及び保護者又は

保護者であつた者と連署押印した誓約書（第４号様式）に当該連帯保証人の印鑑証明書を添えて、

学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、連帯保証人が保護者又は保護者であつた者と同一であるときは、同項中

「連帯保証人及び保護者又は保護者であつた者」とあるのは、「連帯保証人」と読み替えるもの

とする。 

３ 第１項に規定する期日までに、誓約書を提出しないときは、採用を取り消すことができる。 

（成績証明書の提出） 

第10条 奨学生は、毎学年末までに当該学年の成績証明書を、学校長を経て教育委員会に提出しな

ければならない。 

（奨学生の異動届出） 

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、異動届（第５号様式）を、学

校長を経て速やかに教育委員会に提出しなければならない。 

(１) 休学、復学、転学又は退学したとき。 

(２) 引き続き３月以上欠席したとき。 

(３) 停学その他の処分を受けたとき。 

(４) 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があつたとき。 

２ 前項第４号の場合において、連帯保証人を変更しようとするときは、当該連帯保証人の印鑑証

明書を添付しなければならない。 

（奨学金の貸与月額の変更） 

第12条 奨学生は、奨学金の貸与月額の変更を希望するときは、連帯保証人と連署した奨学金貸与

月額変更申請書（第６号様式）を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による奨学金貸与月額変更申請書の提出があつたときは、審査の上、

予算の範囲内において、貸与月額の変更を決定し、学校長を経て本人に通知する。 

３ 前２項の場合のほか、奨学生に条例第５条第１項の表左欄に掲げる区分の変更が生じた場合で、

同項の規定により奨学金の貸与月額を減額したときは、学校長を経て本人に通知する。 

（奨学金の休止又は停止） 

第13条 条例第７条又は第８条の規定により奨学金の交付を休止し、又は貸与を停止したときは、

学校長を経て本人に通知する。 

（奨学生の辞退） 

第14条 奨学生を辞退しようとするときは、奨学生辞退届（第７号様式）を、学校長を経て教育委

員会に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による届出があつたときは、奨学生を取り消し、学校長を経て本人に通知する。 

（借用証書の提出） 

第15条 奨学生が、奨学生でなくなつたときは、貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人

と連署押印した奨学金借用証書（第８号様式）及び返還明細書（第９号様式）に当該連帯保証人

の印鑑証明書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。 

（奨学生であつた者の異動届出等） 

第16条 奨学生であつた者は、奨学金の返還完了前に、奨学金借用証書に記載した事項に異動があ

つたときは、異動届を、速やかに教育委員会に提出しなければならない。この場合において、連

帯保証人を変更しようとするときは、当該連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。 

２ 奨学生であつた者は、連帯保証人が死亡したとき又は破産手続開始の決定その他保証人として

適当でない事由が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。 

（奨学金の返還） 

第17条 奨学金の返還は、年賦によるものとし、その年賦額は、貸与を受けた奨学金の額（貸与を

受けた期間が、正規の修業期間に満たないときは、正規の修業期間貸与を受けたものとして算出

した額）の15分の１の額とする。この場合において、その額に１万円未満の端数を生じたときは、

その端数の額を切り上げた額とする。 
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２ 貸与を受けた奨学金を年賦額で除した場合において、端数を生じたときは、その端数に応ずる

額は、最後の年賦額に加算する。 

３ 貸与を受けた奨学金の額が、年賦額に満たないときは、その額を一括して返還しなければなら

ない。 

４ 返還すべき奨学金は、知事が発行する納入通知書により毎年12月末日までに納入しなければな

らない。 

（奨学金の返還猶予の手続） 

第18条 条例第10条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願（第

10号様式）に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に提出しなければな

らない。 

（死亡の届出） 

第19条 奨学生が死亡し、又は奨学生であつた者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又は

これに代わる者は、死亡届（第11号様式）に、戸籍抄本を添えて、速やかに教育委員会に提出し

なければならない。 

（奨学金返還免除の手続） 

第20条 条例第11条又は附則第２項の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、奨学金

返還免除願（第12号様式）に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に提

出しなければならない。 

（返還猶予又は免除の決定） 

第21条 奨学金の返還猶予又は免除の願い出があつたときは、審査の上、その結果を通知する。 

（委任） 

第22条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいてなされた行為は、改正後の規則の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（昭和39年10月23日教育委員会規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和47年３月31日教育委員会規則第６号） 

１ この規則は、昭和47年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則別表の規定は、この規則施行の日以

後奨学生でなくなる者に係る奨学金の返還について適用し、同日前に奨学生でなくなつた者に係

る奨学金の返還については、なお従前の例による。 

附 則（昭和47年９月16日教育委員会規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和48年３月23日教育委員会規則第６号） 

この規則は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則（昭和49年３月29日教育委員会規則第５号） 

１ この規則は、昭和49年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則別表の規定は、この規則施行の日以

後奨学生でなくなる者に係る奨学金の返還について適用し、同日前に奨学生でなくなつた者に係

る奨学金の返還については、なお従前の例による。 

附 則（昭和51年３月23日教育委員会規則第６号） 

１ この規則は、昭和51年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則別表の規定は、この規則施行の日以

後奨学生でなくなる者に係る奨学金の返還について適用し、同日前に奨学生でなくなつた者に係

る奨学金の返還については、なお従前の例による。 

附 則（昭和53年３月24日教育委員会規則第３号） 

１ この規則は、昭和53年４月１日から施行する。 

２ この規則施行の日前に奨学生でなくなつた者に係る奨学金の返還については、改正後の愛媛県

奨学資金貸与条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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附 則（昭和60年３月22日教育委員会規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年３月22日教育委員会規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年３月17日教育委員会規則第２号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月28日教育委員会規則第１号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日教育委員会規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その

他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。 

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の

間、これを訂正して使用することができる。 

附 則（平成14年４月１日教育委員会規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年10月22日教育委員会規則第11号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の規定は、平成17年度以後に奨

学生となる者について適用し、平成16年度以前に奨学生となった者については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成16年12月28日教育委員会規則第15号） 

１ この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

２ この規則施行の日前にされた破産の宣告に係る連帯保証人に対する改正前の愛媛県奨学資金貸

与条例施行規則第13条第２項の規定の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成17年４月１日教育委員会規則第４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則第７条の規定は、平成17年度以後に高等学校、高等

専門学校又は専修学校の高等課程に入学する者について適用する。 

附 則（平成17年10月14日教育委員会規則第10号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（以下「旧規則」という。）

第１号様式、第３号様式から第６号様式まで、第９号様式及び第10号様式の規定により提出され

ている書類は、改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則第１号様式、第３号様式から第６号様

式まで、第９号様式及び第10号様式の規定により提出された書類とみなす。 

３ この規則施行の際現にある旧規則第１号様式、第３号様式から第６号様式まで、第９号様式及

び第10号様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。 

附 則（平成18年９月１日教育委員会規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付してい

る書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。 

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18

年度に限り使用することができる。 
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附 則（平成22年３月31日教育委員会規則第２号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年９月12日教育委員会規則第７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則第１号様式及び第４号様式の規

定は、平成27年度以後に奨学生となる者について適用し、平成26年度以前に奨学生となった者に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成28年３月31日教育委員会規則第２号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年８月28日教育委員会規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年６月14日教育委員会規則第１号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日教育委員会規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改

正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出された書類とみなす。 

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の

間、これを訂正して使用することができる。 

附 則（令和５年12月26日教育委員会規則第９号） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則第１号様式の規定は、この規則の施行の日以後に提

出される書類について適用し、同日前に提出された書類については、なお従前の例による。 
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別表（第３条関係） 

区分 月額 

１ 国、地方公共団体、国立大学法人、

独立行政法人国立高等専門学校機

構及び公立大学法人が設置する高

等学校、高等専門学校又は専修学校

の高等課程 

自宅通学のと

き 

5,000円、10,000円、15,000円又は18,000

円 

自宅外通学の

とき 

5,000円、10,000円、15,000円、20,000円

又は23,000円 

２ 私立の高等学校、高等専門学校又

は専修学校の高等課程 

自宅通学のと

き 

5,000円、10,000円、15,000円、20,000円、

25,000円又は30,000円 

自宅外通学の

とき 

5,000円、10,000円、15,000円、20,000円、

25,000円、30,000円又は35,000円 
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第１号様式（第４条関係） 愛媛県奨学生願書 
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9/22 

第２号様式（第４条関係） 愛媛県奨学生推薦調書 

 



10/22 

第３号様式（第６条関係） 進学届兼確認書 

 



11/22 

第４号様式（第９条関係） 誓約書 

 



12/22 

第５号様式（第11条、第16条関係） 異動届 



13/22 



14/22 



15/22 

 



16/22 

第６号様式（第12条関係） 奨学金貸与月額変更申請書 

 



17/22 

第７号様式（第14条関係） 奨学生辞退届 

 



18/22 

第８号様式（第15条関係） 奨学金借用証書 

 



19/22 

第９号様式（第15条関係） 返還明細書 

 



20/22 

第10号様式（第18条関係） 奨学金返還猶予願 

 



21/22 

第11号様式（第19条関係） 死亡届 
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第12号様式（第20条関係） 奨学金返還免除願 

 


